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女性の活躍の推進、セクハラ・マタハラ・パワハラ等の 
対策の強化がスタートします 
～企業を支える人材のための就業環境の整備に向けて～ 

 

 

１．はじめに 

 急速に進展する少子高齢化・人口減少の中、建設産業を含む様々な産業で

は労働力不足が心配されています。また、社会的なニーズの多様化やグロー

バル化等に対応するためには、企業における人材の多様性（ダイバーシティ）

を確保することが不可欠となってきています。こうしたことから、老若男女

問わず、多岐にわたる人材が活躍できる社会の構築が求められています。 

 そこで、「我が国最大の潜在力」とも言われている女性がより一層活躍で

きる社会を目指して、また、女性だけでなく男性も含めてハラスメントによ

って職場で能力を発揮できなくなることがないようにハラスメント対策を

強化するため、昨年６月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、今年の６月から、

以下の法令の主な改正部分が施行されます。 

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

（２）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（男女雇用機会均等法） 

（３）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（育児・介護休業法） 

（４）労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（労働施策総合推進法） 

 

このうち、（１）の女性活躍推進法の改正では、一般事業主行動計画の策

定等の義務対象企業の範囲が拡大されます。したがいまして、これまでは

同法による義務の対象ではなかった企業であっても法改正の概要を知っ

ていただく必要があります。 

また、（２）から（４）の改正では、事業主は各企業の事業規模や労働者

の数にかかわらず、新たにセクシュアルハラスメント（セクハラ）やマタ

ニティハラスメント（マタハラ）等への対策強化が義務付けられるほか、

パワーハラスメント（パワハラ）対策が新たに法令に位置付けられること

に伴って措置を講じる必要が出てきますので、これらの改正概要を把握し

ておく必要があります。 

  以下では、（１）から（４）の改正概要等を簡単にご紹介します。 
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２．関係法令の改正概要 

（１）女性活躍推進法 

 ① 女性活躍推進法の概要 

  ⅰ）一般事業主行動計画の策定 

    女性が仕事の場でその個性や能力を十分に発揮して活躍できるよ

うにするためには、例えば、 

・女性に対する採用や教育訓練、昇進などの機会を積極的に提供す

ること 

・育児や介護などの家庭生活を男女がお互いに協力することなど

によって、男女ともに職業生活と家庭生活の両立を図ることがで

きるようにすること 

といった環境の整備を、社会全体で進めていくことが必要です。この

ため、女性活躍推進法では、各事業者が雇用している女性労働者等の

ために雇用環境を整備して女性の活躍を進められるよう、事業主と

しての行動計画（一般事業主行動計画）の策定等を規定しています。 

この一般事業主行動計画は、常時雇用する労働者が３０１人以上

の事業主は策定が義務となり、また、労働者が３００人以下の事業主

については策定が努力義務とされています。そして、一般事業主行動

計画は、自社の女性の活躍に関する状況として、例えば、 

・採用した労働者に占める女性労働者の割合 

・男女の平均継続勤務年数の差異  

・労働時間の状況 

・管理職に占める女性労働者の割合 

  等を把握し、課題分析したうえで、これらに対応するために、 

   ・計画期間 

   ・数値目標 

   ・取組内容 

・取組の実施時期 

を盛り込んだ行動計画として策定して、定期的に数値目標の達成状況

や取組状況を点検、評価するものとしています。 

ⅱ）女性の活躍に関する情報公表 

一般事業主行動計画の策定が義務付けられている事業主は、自社の

女性の活躍に関する状況について公表する情報を以下の〈情報公表項

目〉の中から１つ以上選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表

しなければなりません。一般事業主行動計画の策定が努力義務とされ

ている事業主については、情報の公表が努力義務とされています。 

   〈情報公表項目〉 

    以下の１４項目からいずれか１項目以上 

    ①採用した労働者に占める女性労働者の割合 

②男女別の採用における競争倍率 

③労働者に占める女性労働者の割合 
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④係長級にある者に占める女性労働者の割合 

⑤管理職に占める女性労働者の割合 

⑥役員に占める女性の割合 

⑦男女別の職種又は雇用形態の転換実績 

⑧男女別の再雇用又は中途採用の実績 

⑨男女の平均継続勤務年数の差異 

⑩男女別の継続雇用割合 

⑪男女別の育児休業取得率 

⑫労働者の一月当たりの平均残業時間 

⑬雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間 

⑭有給休暇取得率 

 

  ② 改正の概要 

    今回の法改正では、女性の就業環境をさらに整備するため、一般事

業主行動計画を策定しなければならない事業者や情報公表しなけれ

ばならない事業者の範囲が拡大され、また、情報公表が強化されます。 

ⅰ）一般事業主行動計画の策定等の対象事業主の拡大 

  一般事業主行動計画の策定及び自社の女性の活躍に関する情報

公表の義務対象となる事業者の範囲が、常時雇用する労働者が３０

１人以上から１０１人以上の事業主に拡大されます。 

この改正は、令和４年４月１日から施行されますので、常時雇用

する労働者が１０１人以上３００人以下の事業主は、新たな義務に

対応するため、施行日までに２．（１）①のⅰ）やⅱ）で述べた取組

を進めていくことが必要となります（【参考資料１】）。 

   ⅱ）情報公表の強化 

     常時雇用する労働者が３０１人以上の事業主は、２．（１）①の

ⅱ）に掲げている〈情報公表項目①～⑭〉について、 

     〇職業生活に関する機会の提供に関する実績（①～⑧の項目） 

     〇職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績（⑨～⑭の項目） 

    の各区分からそれぞれ１項目以上選択して２項目以上を公表する

ことが必要となります。 

この改正は、令和２年６月１日から施行されますので、常時雇用

する労働者が３０１人以上の事業主は、施行日までに、公表しよう

とする項目の選択やその実態把握等に努めていくことが必要とな

ります。 
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（２）男女雇用機会均等法 

 ① 男女雇用機会均等法の概要 

労働者が性別を理由として差別されることがあってはなりません。 

このため、男女雇用機会均等法では、例えば、募集や採用について性

別にかかわりなく均等な機会を与えることや、労働者の配置や昇進など

について性別を理由とする差別的な取扱いをしてはならないことなど

を、事業主に義務付けています。また、女性が充実した職業生活を営め

るよう、結婚、妊娠、出産等を理由とする解雇などの不利益な取扱いを

禁止しています。 

また、事業主は、職場での性的な言動で労働者の就業環境が害される

こと（セクシュアルハラスメント、セクハラ）や、女性労働者が妊娠や

出産したことなどに関する言動で女性労働者の就業環境が害されるこ

と（マタニティハラスメント、マタハラ）のないよう、雇用管理上必要

な措置（例：セクハラ・マタハラ禁止の方針の明確化、相談体制の整備）

を講じなければならないとしています。なお、事業主は、企業規模や雇

用者数などにかかわらず、これらの措置を講じる義務に対応する必要が

あります。 

 

② 改正の概要 

 今回の法改正では、セクハラ・マタハラ対策の強化のため、事業主は、

企業規模や雇用者数などにかかわらず、労働者がセクハラやマタハラに

ついての相談を事業主にしたことなどを理由として、その労働者に対し

て解雇するなどの不利益な取扱いをしてはならないこととなります。 

この改正は、令和２年６月１日から施行されます。 

 

（３）育児・介護休業法 

 ① 育児・介護休業法の概要 

子の養育や家族の介護を行う労働者が働き続けて職業生活と家庭生

活とを両立できるよう、育児休業や介護休業に関する制度などについて

定めています。 

また、事業主は、職場での育児休業、介護休業の利用に関する言動で

労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置

（例：育児休業等に関するハラスメント禁止の方針の明確化、相談体制

の整備）を講じなければならないとしています。なお、事業主は、企業

規模や雇用者数などにかかわらず、これらの措置を講じる義務に対応す

る必要があります。 

 

 ② 改正の概要 

 今回の法改正では、育児休業等に関するハラスメント対策の強化のた

め、事業主は、企業規模や雇用者数などにかかわらず、労働者が育児休

業等に関するハラスメントについての相談を事業主にしたことなどを
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理由として、その労働者に対して解雇するなどの不利益な取扱いをして

はならないこととなります。 

この改正は、令和２年６月１日から施行されます。 

 

（４）労働施策総合推進法 

 ① 労働施策総合推進法の概要 

労働者の雇用の安定や職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、

労働者がその能力を有効に発揮することができるようにするため、国や

地方公共団体、事業主が取り組む措置等を規定しています。例えば、事

業者は労働者の募集や採用について、合理的な理由が認められる場合を

除いて年齢制限することを禁止しています。 

 

 ② 改正の概要 

今回の法改正では、パワハラ対策としての取組が法律上はじめて位置

付けられることとなりました。まず、「パワーハラスメント」を、「職場

において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要

かつ相当な範囲を超えたもの」としています。そして、事業主は、パワ

ハラによって雇用者の就業環境が害されることのないよう、例えば以下

について義務を負うこととなります。 

ⅰ）相談体制の整備など雇用管理上必要な措置を講じること 

ⅱ）労働者がパワハラについての相談を事業主にしたことなどを理由

として、その労働者に対して解雇するなどの不利益な取扱いをし

てはならないこと 

 

ここで、ハラスメント対策について整理すると、ⅰ）の雇用管理上必

要な措置については、２．（２）や（３）で述べたとおり、事業主はこれ

まではセクハラ・マタハラ等についての対策として措置を講じることが

義務付けられていましたが、今回、パワハラ対策についても同様の措置

（例：パワハラ禁止の方針の明確化、相談体制の整備）を講じることが

義務付けられることになります。また、ⅱ）の不利益な取扱いの禁止に

ついては、今回の法改正でセクハラ・マタハラ等についての追加的な対

策として新たに位置付けられるものですが、パワハラ対策でも同様に新

たに位置付けられます（【参考資料２】）。 

 

なお、「パワーハラスメント」については、「優越的な関係を背景とし

た言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働

者の就業環境が害されるもの」であれば「パワーハラスメント」に該当

することになりますが、逆に言えば、客観的にみて、業務上必要かつ相

当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については「パワーハラスメ

ント」には該当しないこととなります。そこで、どのような行為が「パ

ワーハラスメント」に該当するのか、その判断基準の参考となる指針
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（「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問

題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」）が、令和２年１

月に厚生労働省から示されています。この指針によりますと、例えば、

身体的な攻撃として、相手に物を投げつけることはパワーハラスメント

に該当すると考えられる一方で、誤ってぶつかるような場合には該当し

ないと考えられる例とされています。また、精神的な攻撃として、人格

を否定するような言動は該当すると考えられる一方で、社会的なルール

を欠いた言動について再三注意してもそれが改善されない労働者に対

して一定程度強く注意することは該当しないと考えられる例とされて

います。このほか、国が示す指針では、事業主が雇用管理上講ずべき措

置の例などが掲げられていますので、ご参照ください（【参考資料３】）。 

 

今回の改正は、令和２年６月１日から施行されます。ただし、中小企

業（資本金３億円以下又は従業員３００人以下）については、令和４年

３月３１日までの間は、パワハラに関する雇用管理上必要な措置を講じ

ることは努力義務となります。 

 

３．さいごに 

 今回ご紹介した内容を改めて簡単に整理すると、 

 〇 常時雇用する従業者の数が３０１人以上の事業主は、女性活躍推進法

の改正により、情報公表が強化され、公表しなければならない項目が増

えます（令和２年６月１日施行）。 

〇 常時雇用する従業者の数が１０１人以上３００人以下の事業主は、女

性活躍推進法の改正により、一般事業主行動計画の策定等の対象事業者

となり、併せて自社の女性の活躍に関する情報公表の対象事業者となり

ます（令和４年４月１日施行）。 

〇 企業規模や雇用者数にかかわらず、事業者は、労働者がセクハラ等に

ついての相談をしたことなどを理由として、その労働者に対して解雇す

るなどの不利益な取扱いをしてはならないことなります（令和２年６月

１日施行）。 

また、事業者は、パワハラに関する相談体制の整備など雇用管理上必

要な措置を講じなければならないほか、労働者がパワハラについての相

談をしたことなどを理由として、その労働者に対して解雇するなどの不

利益な取扱いをしてはならないことなります（令和２年６月１日施行。

ただし、中小企業は雇用管理上必要な措置については令和４年３月３１

日までは努力義務）。 
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 今回の法改正によって事業主が負うこととなる義務のうち、特にパワハラ

への対策は新たな措置として法律に位置付けられるものです。パワハラにつ

きましては、国の調査（厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実

態調査」）の結果によると、例えば 

・従業員向けの相談窓口で従業員から相談の多いテーマは「パワーハラス

メント」が３割を超えて最多 

・過去３年間に１件以上パワーハラスメントに該当する相談を受けたと回

答した企業は、３割超 

 ・過去３年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した従業員

は、３割超 

となっています。つまり、職場におけるパワーハラスメントは、身近な問題

になってきていると言えます。 

人手不足が懸念される中、男性、女性ともに労働者が職場で十分に能力を

発揮しながら勤務できるようになれば、人材の有効活用や生産性の向上等に

つながります。各企業におかれましては、女性の活躍の推進やその前提とも

なる各種ハラスメントの防止などの就業環境の整備にぜひとも積極的に努

めていただきますようお願いします。 

 

なお、建設産業に携わる方々は、建設業法はもとより、今回ご紹介したよ

うな労務関係の法令なども含めて幅広い法令のルールを知っていただく必

要があります。本年３月に当機構が発刊した書籍『基礎から学ぶ建設業のル

ール』では、多岐にわたる関連法令等のルールの概要をわかりやすく解説し

ておりますので、ぜひご活用ください。 

（建設業適正取引研究会） 
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出
典
：厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
資
料
を
も
と
に
（
公
財
）
建
設
業
適
正
取
引
推
進
機
構
に
て
加
工

女
性
活
躍
推
進
法
の
改
正
概
要
に
つ
い
て
（従
業
員
が
１
０
１
人
以
上
３
０
０
人
以
下
の
企
業
関
係
）

【
参
考
資
料
１
】
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改
正

前
改

正
後

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
）

・
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（例
）セ
ク
ハ
ラ
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、
相
談
体
制
の
整
備

・
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（例
）セ
ク
ハ
ラ
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、
相
談
体
制
の
整
備

・
【
追
加
】労
働
者
が
セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
の
相
談
を
し
た
こ
と
な
ど
を
理

由
と
し
て
、
そ
の
労
働
者
に
解
雇
な
ど
の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い

マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
）

・
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（例
）マ
タ
ハ
ラ
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、
相
談
体
制
の
整
備

・
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（例
）マ
タ
ハ
ラ
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、
相
談
体
制
の
整
備

・
【
追
加
】労
働
者
が
マ
タ
ハ
ラ
に
つ
い
て
の
相
談
を
し
た
こ
と
な
ど
を
理

由
と
し
て
、
そ
の
労
働
者
に
解
雇
な
ど
の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い

育
児
休
業
等
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策

（
育
児
介
護
休
業
法
）

・
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（例
）育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、

相
談
体
制
の
整
備

・
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（例
）育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、

相
談
体
制
の
整
備

・
【
追
加
】労
働
者
が
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て

の
相
談
を
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
労
働
者
に
解
雇
な

ど
の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

（
労
働
施
策
総
合
推
進
法
）

・
【
追
加
】雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（注
）

（
例
）
パ
ワ
ハ
ラ
禁
止
の
方
針
の
明
確
化
、
相
談
体
制
の
整
備

・
【
追
加
】労
働
者
が
パ
ワ
ハ
ラ
に
つ
い
て
の
相
談
を
し
た
こ
と
な
ど
を

理
由
と
し
て
、
そ
の
労
働
者
に
解
雇
な
ど
の
不
利
益
な
取
り
扱
い

を
し
て
は
な
ら
な
い

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
事
業
主
の
義
務
の
改
正
概
要

（
注
）
パ
ワ
ハ
ラ
対
策
と
し
て
の
雇
用
管
理
上
必
要
な
措
置
は
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
は
努
力
義
務
と
な
る

【
参
考
資
料
２
】
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【
参
考
資
料
３
】
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